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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水路の側部に取水路が設けられると共に、該水路に設けた堰板によって堰上げされた水
が該取水路の流入開口部に流入してその一部が取水されて後に該取水路の流出開口部から
流出する如くなされており、該取水路には、フィルタ孔が設けられてなる取水板が、その
上面が水平状態で乃至、上流側から下流側に向けて低くなるように一定勾配で傾斜する如
く配設されており、前記フィルタ孔は円形孔であって、該フィルタ孔の上端周縁が上に突
の円弧状周縁に形成されており、該取水板の下側に、該フィルタ孔を通して濾過された水
を取水する取水空所が設けられてなり、該取水空所で取水している間、前記取水板の上に
は、該取水板の上面が露出しないように水が流れる状態となるように前記堰板による堰上
げ量が設定されていることを特徴とする水路側部における濾過取水装置。
【請求項２】
　水路の側部に取水路が設けられると共に、該取水路の流入開口部と流出開口部が夫々、
該水路に、その延長方向で見てその上流側部位とその下流側部位に連通されており、前記
水路の、前記流入開口部と前記流出開口部との間で、前記水路の水を堰上げする堰板が設
けられることによって、該堰上げされた水が、前記流入開口部から前記取水路に流入して
その一部が取水されて後に前記流出開口部から前記水路に流出する如くなされており、
　前記取水路には、フィルタ孔が設けられてなる取水板が、その上面が水平状態で乃至、
上流側から下流側に向けて低くなるように一定勾配で傾斜する如く配設されており、前記
フィルタ孔は円形孔であって、該フィルタ孔の上端周縁が上に突の円弧状周縁に形成され
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ており、該取水板の下側に、該フィルタ孔を通して濾過された水を取水する取水空所が設
けられてなり、該取水空所で取水している間、前記取水板の上には、該取水板の上面が露
出しないように水が流れる状態となるように前記堰板による堰上げ量が設定されているこ
とを特徴とする水路側部における濾過取水装置。
【請求項３】
　前記円形孔は直径が１ｍｍであることを特徴とする請求項１又は２記載の水路側部にお
ける濾過取水装置。
【請求項４】
　請求項１～３の何れかに記載の水路側部における濾過取水装置を用いる濾過取水方法で
あって、前記取水空所で、前記フィルタ孔を通して濾過された水を取水している間、前記
取水板の上には、該取水板の上面が露出しないように水が流れる状態となるように前記堰
板による堰上げ量を設定することを特徴とする水路側部における濾過取水方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、目詰まりを防止しながら効率的に取水し得る水路側部における濾過取水装置
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　本発明者は、特許文献１で、目詰まり解消機能を具えた濾過集水装置を提供した。
　この濾過集水装置ａの一つの態様は、図１９～２０に示すように、水路ｂの所要長さの
部分を、多数のフィルタ孔ｃが貫設されてなる有孔の底面部ｄを具えた集水路ｅとし、該
有孔の底面部ｄを仕切りとして、集水路ｅの下側に集水空所ｆを設け、該集水空所ｆに取
水路ｇを連設し、又、該集水空所ｆ内には、前記フィルタ孔ｃに向けて水を噴出するノズ
ル口ｈが多数設けられてなる吹出管ｊを配設した構成を有していた。
【０００３】
　又、該濾過集水装置ａの他の態様は、図２１～２２に示すように、水路ｂの所要長さ部
分を、多数のフィルタ孔ｃが貫設されてなる有孔の底面部ｄを具えた集水路ｅとし、該有
孔の底面部ｄを仕切りとして、集水路ｅの下側に集水空所ｆを設け、該集水空所ｆに取水
路ｇを連設し、又、該集水空所ｆの上流開口端ｋを集水路ｅの流入側において水路ｂに連
通させると共に、集水路ｅへの水の供給を遮断し且つ集水空所ｆへの水の流入を可能とす
る一方、集水空所ｆへの水の供給を遮断し且つ集水路ｅへの水の流入を可能とする開閉装
置ｍを設けた構成を有していた。
【０００４】
　そして、かかる構成を有する濾過集水装置ａによるときは、水路ｂを流れる水（河川水
等）が集水路ｅのフィルタ孔ｃを通過して濾過され集水空所ｆに導入されて、その後、取
水路ｇを経て所定場所に送給されるようになされていた。
【０００５】
　かかる装置において、フィルタ孔ｃが目詰まりした場合にこれを解消するに際しては次
のように行っていた。即ち、濾過集水装置ａが前記吹出管ｊを具える場合は、該吹出管ｊ
に水（濾過された河川水等）を供給してこれを該吹出管ｊのノズル口ｈよりフィルタ孔ｃ
に向けて噴出させ、噴流によってフィルタ孔ｃの目詰まりを解消していた。又、前記濾過
集水装置ａが前記開閉装置ｍを具える場合は、該開閉装置ｍを動作させて集水路ｅへの水
の供給を遮断し且つ集水空所ｆに水を流入させ、該集水空所ｆに流入した水がフィルタ孔
ｃを通して集水路ｅ内に吹き上がるようになし、これによってフィルタ孔ｃの目詰まりを
解消することとしていた。
【０００６】
　本発明者は、かかる従来の濾過集水装置ａにおいて、フィルタ孔ｃが目詰まりする原因
について検討したところ、前記水路ｂを流れる単位時間当たりの水の量が変動することに
よって前記集水路ｅにおける水位が前記有孔の底面部ｄの上面よりも下がった場合に、河



(3) JP 5775499 B2 2015.9.9

10

20

30

40

50

川水に含まれているゴミがフィルタ孔ｃに詰まることによって生じやすいことが分かった
。
【０００７】
　このような原因等によってフィルタ孔ｃが目詰まりした場合、前記吹出管ｊを有する前
記濾過集水装置ａにあっては、例えば図２０に示すように、前記吹出管ｊのノズル口ｈよ
りフィルタ孔ｃに向けて水を噴出させ、その噴流によってフィルタ孔ｃの目詰まりを解消
することとしていたが、ノズル口ｈからの噴流作用を受ける部分においては目詰まりが解
消されても、その噴流の影響を受けない部分においては目詰まりが解消されにくく、かか
ることから、有孔の底面部ｄの全面に亘って効果的に目詰まりを解消できるわけではなか
った。一方、前記開閉装置ｍを有する濾過集水装置ａによるときは、図２２に示すように
、該開閉装置ｍを動作させることによって、前記集水空所ｆに流入した水をフィルタ孔ｃ
を通して集水路ｅ内に吹き上げることができるため、前記有孔の底面部ｄの全体に亘って
目詰まりを解消できる利点はあったが、前記開閉装置ｍを動作させる電気系統で故障が生
じやすい問題があった。
【０００８】
　又、前記した吹出管ｊを具える目詰まり解消手段や、開閉装置ｍを具える目詰まり解消
手段は、特別な装置を必要として設備の複雑化を招いて施工コストを上昇させる問題があ
ったことに加え、頻繁にメンテナンスを行うことを要し、維持管理コストの上昇を招く問
題もあった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平８－２４８３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、かかる従来の問題点に鑑みて開発されたものであり、取水路を流れる水の勢
いによって、ゴミがフィルタ孔に引っ掛かりにくくなし得、効率的に濾過取水を行い得る
濾過取水装置の提供を課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記課題を解決するため本発明は以下の手段を採用する。
　即ち本発明に係る水路側部における濾過取水装置（以下、濾過取水装置という）は、水
路の側部に取水路が設けられると共に、該水路に設けた堰板によって堰上げされた水が該
取水路の流入開口部に流入してその一部が取水されて後に該取水路の流出開口部から流出
する如くなされている。そして該取水路には、フィルタ孔が設けられてなる取水板が、そ
の上面が水平状態で乃至、上流側から下流側に向けて低くなるように一定勾配で傾斜する
如く配設されており、前記フィルタ孔は円形孔であって、該フィルタ孔の上端周縁が上に
突の円弧状周縁に形成されており、該取水板の下側に、該フィルタ孔を通して濾過された
水を取水する取水空所が設けられてなり、該取水空所で取水している間、前記取水板の上
には、該取水板の上面が露出しないように水が流れる状態となるように前記堰板による堰
上げ量が設定されていることを特徴とするものである。
【００１２】
　又、本発明に係る水路側部における濾過取水装置のより具体的な態様は、水路の側部に
取水路が設けられると共に、該取水路の流入開口部と流出開口部が夫々、該水路に、その
延長方向で見てその上流側部位とその下流側部位に連通されており、前記水路の、前記流
入開口部と前記流出開口部との間で、前記水路の水を堰上げする堰板が設けられることに
よって、該堰上げされた水が、前記流入開口部から前記取水路に流入してその一部が取水
されて後に前記流出開口部から前記水路に流出する如くなされている。そして前記取水路
には、フィルタ孔が設けられてなる取水板が、その上面が水平状態で乃至、上流側から下
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流側に向けて低くなるように一定勾配で傾斜する如く配設されており、前記フィルタ孔は
円形孔であって、該フィルタ孔の上端周縁が上に突の円弧状周縁に形成されており、該取
水板の下側に、該フィルタ孔を通して濾過された水を取水する取水空所が設けられてなり
、該取水空所で取水している間、前記取水板の上には、該取水板の上面が露出しないよう
に水が流れる状態となるように前記堰板による堰上げ量が設定されていることを特徴とす
るものである。
【００１３】
　前記の各濾過取水装置において、前記円形孔は直径を例えば１ｍｍに設定できる。
【００１４】
　本発明に係る水路側部における濾過取水方法は、前記の何れかに記載の濾過取水装置を
用いる濾過取水方法であって、前記取水空所で、前記フィルタ孔を通して濾過された水を
取水している間、前記取水板の上には、該取水板の上面が露出しないように水が流れる状
態となるように前記堰板による堰上げ量を設定することを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１５】
(1) 本発明に係る水路側部における濾過取水装置は、濾過取水を行うための取水路を水路
の側部に設けると共に、該水路に設けた堰板によって堰上げされた水が該取水路の流入開
口部に流入してその一部が取水されて後に該取水路の流出開口部から流出する構成を採用
している。
　従って本発明によるときは、該堰板の上流側における水位を上昇させ、該堰上げされた
水を前記流入開口部から前記取水路に流入させることができ、該取水路において、その上
流側から下流側への水の流れを確実に生じさせつつ濾過取水できることとなる。
　そして本発明は、このように取水路における水の流れを規制できることを前提として、
フィルタ孔を有する取水板が、その上面が水平状態で乃至、上流側から下流側に向けて低
くなるように一定勾配で傾斜する如く配設されており、該取水板の下側に設けた取水空所
での取水の間、該取水板の上には、該取水板の上面が露出しないように水が流れる状態と
なるように前記堰板による堰上げ量が設定される。
　従って本発明によるときは、前記取水板の上面を下流側に向けて流下する流水の勢いに
よって、該流水に含まれているゴミを、前記取水板に設けられているフィルタ孔に引っ掛
かるのを極力防止して下流側に流し去ることができる。又、ゴミが該フィルタ孔に引っ掛
かったとしてもこのゴミを流水の勢いで浮き上げてフィルタ孔から外れやすくなし得る。
　かかることから本発明によるときは、効率的な濾過取水を安定的に行い得る利点がある
。又、特許文献１におけるような、吹出管や開閉装置等の特別な目詰まり解消装置を必要
としないために施工コストの低減を期し得ると共に工期の短縮も達成できる。又、従来に
おけるような電気系統が故障する等の恐れもない。なお、前記取水板の上面での水位が比
較的低い場合には、流水の勢いが弱いために前記フィルタ孔が幾らかは目詰まりするので
、必要に応じて前記取水面を掃除することにはなるが、特許文献１におけるような頻繁な
メンテナンスは必要でない。かかることから、維持管理コストの低減を期し得ることとな
る。
【００１６】
(2) 前記フィルタ孔を、直径が１ｍｍの円形孔として形成すると共に、その上端周縁を上
に突の円弧状面として構成する場合は、該フィルタ孔にゴミがより引っ掛かりにくくなし
得て好ましい。
【００１７】
(3) 前記流入開口部の下端を前記水路の水路底面より上側に位置させる場合は、前記水路
を流れてきた砂利等が該流入開口部を通して取水路内に流入するのを防止でき、これによ
って、取水板が損傷されるのを防止できることとなる。
　この場合、特に、前記流出開口部の下端を前記水路の水路底面に略合致させる場合は、
該流出開口部を通してのゴミの排出をより円滑化させることができて好ましい。
【００１８】
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(4) 特に、前記流入開口部を遮蔽板で遮蔽可能とする場合は、取水路で取水しないときは
該流入開口部を該遮蔽板で遮蔽することにより、該取水路への泥等の進入を防止できる。
　
【００１９】
(5) 本発明に係る水路側部における濾過取水方法によるときは、取水時において、前記取
水板の上面が露出しないように、前記流入開口部を通して取水路に流入する水の量を、前
記堰板による堰上げ量を所要に設定することによって容易に調整できる。これによって、
ゴミがフィルタ孔に引っ掛かりにくくなし得、効率的に濾過取水を行い得ることとなる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明に係る水路側部における濾過取水装置を示す斜視図である。
【図２】その平面図である。
【図３】その縦断面図である。
【図４】取水板における取水作用を説明する断面図である。
【図５】水路側部における濾過取水装置を流入開口部側において示す横断面図である。
【図６】水路側部における濾過取水装置を流出開口部側において示す横断面図である。
【図７】取水板の構成を示す斜視図と断面図である。
【図８】水路で堰板を着脱操作する作業を説明する斜視図と断面図である。
【図９】取水路の下流側の端面部に隣接させて設けられている貯水槽の構成を示す斜視図
である。
【図１０】流入開口部を遮蔽板で遮蔽する作業を説明する斜視図である。
【図１１】流出開口部を遮蔽板で遮蔽する作業を説明する斜視図である。
【図１２】取水路の上部空間部分を門型側溝ブロックで覆った場合を示す斜視図である。
【図１３】河川の一方の側部に濾過取水装置を設けた場合を示す平面図である。
【図１４】その部分斜視図である。
【図１５】取水板の他の配設状態を示す断面図である。
【図１６】取水板の側縁部分に押え板を重ね合わせて該側縁部分を支持片にビス固定する
場合を示す断面図である。
【図１７】その平面図である。
【図１８】その斜視図とフィルタ孔の構成を示す断面図である。
【図１９】従来の濾過集水装置の構成を説明する一部欠切斜視図である。
【図２０】その濾過集水装置におけるフィルタ孔の目詰まり解消作用を説明する縦断面図
である。
【図２１】従来の濾過集水装置の他の態様を説明する一部欠切斜視図である。
【図２２】その濾過集水装置における目詰まり解消作用を説明する縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【実施例１】
【００２１】
　図１～４において本発明に係る水路側部における濾過取水装置（以下濾過取水装置とい
う）１は、水路２の一方の側部３に取水路５が設けられると共に、本実施例においては、
該取水路５の上流側の流入開口部６と下流側の流出開口部７が夫々、該水路２に、その延
長方向で見てその上流側部位９とその下流側部位１０に連通されている。そして、該水路
２の、前記流入開口部６と前記流出開口部７との間で、前記水路２を流れる水を堰上げす
る堰板１１が設けられることによって、該堰上げされた水が、図２に矢印で示すように、
前記流入開口端部６から前記取水路５に流入してその一部が取水されて後に前記流出開口
部７から前記取水路５に、図２に矢印で示すように流出される如くなされている。そして
前記取水路５には、フィルタ孔１２が設けられてなる取水板１３が、その上面１６が水平
状態で乃至、上流側から下流側に向けて低くなるように一定勾配（前記水路２の水路勾配
に合わせた例えば１／１００程度の勾配）で傾斜する如く配設されており、該取水板１３
の下側に、該フィルタ孔１２を通して濾過された水を取水する取水空所１５が設けられて
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いる。又、該取水空所１５で取水している間、前記取水板１３の上には、図４に示すよう
に、該取水板１３の上面１６が露出しないように水が流れる状態となるよう、前記堰板１
１による堰上げ量が設定されている。以下、これをより具体的に説明する。
【００２２】
　本実施例においては、図１～２に示すように、前記水路２は農業用水用の側溝として構
成され、水路幅は例えば４０ｃｍ程度に設定されており、河川水が流れる。そして該水路
２の一方の側部３には、該水路２の一方の側壁部１７の所要長さ部分に亘って、該側壁部
１７に隣接して前記取水路５が設けられている。
【００２３】
　該取水路５は、図１～２に示すように、前記側壁部１７と所要間隔を置いて取水路側壁
部１９が立設されると共に、該取水路側壁部１９の延長方向の両端と前記側壁部１７との
間は、上流側の端面部２２と下流側の端面部２３で閉塞されている。
【００２４】
　そして該取水路５は、図４～６に示すように、前記取水板１３によって上下に２分割さ
れている。該取水板１３は、本実施例においては図５～７に示すように、上端開放のコ字
状枠体１８の上端開放部１８ａを覆うように設けられている。該コ字状枠体１８は、前記
取水路５の取水路底面２５の長さ方向に延長する長方形板状を呈する底面板２４の長手両
側縁２８，２８で、該取水路５の両水路側面８６，８６に当接する状態で脚片２６，２７
が立設されてなり、該左右の脚片２６，２７の上端には、左右の支持片３５，３５が向き
合う方向に屈曲形成されている。
【００２５】
　前記取水板１３は本実施例においては、幅が５０ｃｍ程度で長さが２７０ｃｍ程度、厚
さが１ｍｍの長方形板状を呈し、１ｍｍ直径の円形の前記フィルタ孔１２が多数貫設され
てなり、例えばステンレス製のパンチングメタル板を以て構成されている。該取水板１３
は、図７（Ａ）に示すように、その長手方向の両側縁部分３１，３２が前記左右の支持片
３５，３５で下方から支持され、該両側縁部分３１，３２が該支持片３５，３５にビス固
定等により固定されている。このように固定された取水板１３は本実施例においては、前
記水路２の水路勾配に合わせて傾斜している。そして図１～２に示すように、該取水板１
３の上流側の端部３４は前記上流側の端面部２２の内面に当接されると共に該取水板１３
の下流側の端部３８は、前記下流側の端面部２３の内面に当接されている。本実施例にお
いては、前記フィルタ孔１２の上端周縁３６は、図７（Ｂ）に示すように、上に突の円弧
状周縁に形成されている。
【００２６】
　そして、前記水路２の前記一方の側壁部１７には、図１、図３、図５に示すように、前
記取水路５の上流側部位に連通する前記流入開口部６が、該側壁部１７を、その上端から
所要深さに例えば矩形状に欠切して構成されると共に、前記取水路５の下流側部位に連通
する前記流出開口部７が、該側壁部１７を、その上端から所要深さに例えば矩形状に欠切
して構成されている。
【００２７】
　本実施例において、前記取水路５の長さは２７０ｃｍ程度に設定されており、前記流入
開口部６及び前記流出開口部７の、前記取水路５の延長方向での長さは５０ｃｍ程度に設
定されている。又、前記流入開口部６の下端３７及び前記流出開口部７の下端３９は、図
１、図３に示すように、共に、前記水路２の水路底面４０より１５ｃｍ程度上側に位置し
ており、又該下端３７，３９は、前記取水板１３の上面１６と略面一を呈している。前記
流入開口部６の下端３７を前記水路底面４０より上側に位置して設けているのは、水路２
に土砂や砂利が流れてきたときに、これらが前記取水路５内に流入するのを防止するため
である。
【００２８】
　又本実施例においては、前記流出開口部７から水路２への落水をより容易化するために
、前記流出開口部７側においては該水路２の幅を拡げている。図１～２において符号４４
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は、幅が拡げられた部分を示している。
【００２９】
　又前記水路２には、図１～２、図８に示すように、前記流入開口部６と前記流出開口部
７との間で、前記水路２の水を堰上げする堰板１１が着脱可能とされている。該堰板１１
は、例えば、ステンレス板や鉄板からなる矩形板状を呈しており、前記水路２の対向する
側壁部１７，４１の内面４２，４３に上下方向で設けられた、例えばステンレス板を用い
てなるガイド溝４５，４６にその上端から落とし込まれて装着される。本実施例において
は図８（Ｂ）に示すように、該堰板１１の下端縁４７の両側部位４９，５０を前記左右の
ガイド溝４５，４６の下端５１，５２で下方から支持させることによって、前記水路２に
は、該堰板１１の下側に開放水路部５３を形成することとしている。該開放水路部５３の
上下幅は、例えば４０ｍｍ程度に設定する。
【００３０】
　このように開放水路部５３を形成するのは、前記水路２を流れて来た土砂や砂利等を下
流側に流して該堰板１１の上流側に土砂や砂利等が堆積するのを防止するためである。
【００３１】
　又本実施例においては図１～２、図４、図９に示すように、前記取水路５の前記下流側
の端面部２３に隣接させて貯水槽５５が設けられている。該貯水槽５５の底面５６は、例
えば、前記取水板１３の上面１６から下方に１ｍ程度に設定される。そして、該下流側の
端面部２３の前記取水板１３の下側に位置させて連通開口５７が設けられ、前記取水空所
１５内の水が該連通開口５７を通して前記貯水槽５５内に流入するようになされている。
そして図４に示すように、該連通開口５７の下端５８は前記取水空所１５の底面６４と面
一を呈している。又、該貯水槽５５内には水中ポンプ５９が納設されると共に、その吐出
側に連設された送水管６０が所定場所まで延び、例えば融雪ノズルの供給口に連なってい
る。
【００３２】
　又本実施例においては図１０～１１に示すように、前記流入開口部６と前記流出開口部
７は、前記側壁部１７の内面４２で上下方向に設けられた例えばステンレス製のガイド溝
６１，６１、６２，６２にその上端から落とし込まれる遮蔽板６３，６５で遮蔽可能とな
されている。該遮蔽板６３，６５は例えばステンレス板や鉄板からなる。前記取水路５で
取水を行わないときは、該取水路５内や前記貯水槽５５内に泥等が流入しないようにする
ために前記流入開口部６と前記流出開口部７を該遮蔽板６３，６５で塞ぐ。
【００３３】
　そして図１０（Ｂ）は、前記流入開口部６を遮蔽板６３で塞いだ状態を示し、図１１（
Ｂ）は、前記流出開口部７を遮蔽板６５で塞いだ状態を示している。なお、前記連通開口
５７をも覆い板（図示せず）で塞ぐことがある。
【００３４】
　このようにして濾過取水装置１を構成する場合、前記取水路５の周囲の土砂の崩れを防
止するために、例えば図１２に示すように、前記取水路５の上側空間部分が門型側溝ブロ
ック６６で覆われることがある。このように構成する場合、該門型側溝ブロック６６は、
前記水路２の前記一方の側壁部１７の上端面６７と、前記取水路側壁部１９の上端面６９
で立設される左右の側壁板部７０，７１の上部間の両端側部分が連結梁７３，７３によっ
て一体に連結されてなり、該両連結梁７３，７３間の上端開口部が例えばグレーチングと
しての溝蓋７６で閉蓋されている。又、該門型側溝ブロック６６の、前記水路２の延長方
向で見た上流側の開放端７７と下流側の開放端７９は端面板８０，８１で覆われている。
本実施例においては、下流側の開放端７９が、対角線の下側部分が該端面板８１で覆われ
た構成を有しており、対角線の上側部分は、前記取水板１３の上面１６における水の流れ
状態等を観察するための観察窓部８２とされている。
【００３５】
　次に、かかる構成を有する濾過取水装置１による取水作用を説明する。先ず図１、図３
、図８（Ｂ）に示すように、前記堰板１１を、前記左右のガイド溝４５，４６にその上端
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から落とし込む。この状態で、図３に示すように、該堰板１１の上流側における水位を上
昇させることができ、これによって、図２に矢印で示すように、該堰上げされた水を前記
流入開口部６から前記取水路５に流入させることができ、流入した水を、前記取水路５を
その上流側から下流側に向けて流下するように規制できるのである。
【００３６】
　前記取水路５に流入した水は、該取水路５の前記フィルタ孔１２を通過して濾過され、
図４に示すように、前記取水空所１５に導入される。このように取水空所１５で取水して
いる間、前記取水板１３の上には、該取水板１３の上面１６が露出しないように水が流れ
る状態とされる。本実施例においては、取水量の２倍の水量を前記流入開口部６から流入
させることとし、前記取水空所１５で取水している間、前記取水板１３の上面１６を流れ
る水の水深が３～１０ｃｍ程度となるように前記堰上げの程度が設定されている。該取水
板１３上の水位が低い場合は、水流の勢いが弱いために、幾らかはゴミがフィルタ孔１２
に引っ掛かる場合が生ずるので、適度の水流の勢いが得られるように、該上面１６上の水
位を、前記堰板１１による堰上げ量を所要に調節して設定する。
【００３７】
　該取水板１３の上面１６が露出しないように水が流れていれば、該上面１６を流れる流
水の勢いによって、該流水に含まれているゴミは前記フィルタ孔１２に引っ掛からずに浮
いた状態で流れ易い。又、前記フィルタ孔１２にゴミが引っ掛かったとしても、このゴミ
は流水の勢いで浮き上げられてフィルタ孔１２から外れ易く、浮いた状態で流れ去る。こ
れらによって、該フィルタ孔１２（図４（Ｂ））の目詰まりを極力防止できることになる
。
【００３８】
　本実施例においては、前記フィルタ孔１２を、１ｍｍ径の円形孔とすると共に、図７（
Ｂ）に示すように、その上端周縁３６を上に突の円弧状面に形成しているため、該フィル
タ孔１２にゴミがより引っ掛かりにくい。又本実施例においては、該取水板１３の上に３
～１０ｃｍ程度の水深があるため、該フィルタ孔１２の目詰まり防止がより確実に行われ
ることとなる。
【００３９】
　このようにして該取水空所１５で取水される。例えば毎分８００～１０００リットル取
水でき、該取水された水は、図４に矢印で示すように、前記連通開口５７を通して前記貯
水槽５５内に流入する。該貯水槽５５内の貯留水は、前記水中ポンプ５９の稼動によって
、前記送水管６０を介して所定場所に送給され、例えば融雪に利用される。なお該水中ポ
ンプ５９の稼働は、通常、前記取水板１３上に水深がある状態が維持されるように行われ
る。
【実施例２】
【００４０】
　本発明は、前記実施例で示したものに限定されるものでは決してなく、「特許請求の範
囲」の記載内で種々の設計変更が可能であることはいうまでもない。その一例を挙げれば
次のようである。
【００４１】
(1) 図１３～１４は、前記水路２が例えば６～８ｍ程度の水路幅を有する河川である場合
における濾過取水装置１を示すものであり、本実施例においては図１３に示すように、前
記と同様に構成された取水路５（例えば８ｍ程度の長さを有する）が該河川２ａの一方の
側部３に設けられている。そして該取水路５の上流側の流入開口部６と下流側の流出開口
部７が夫々、該水路（河川）２の延長方向で見て、その上流側部位９とその下流側部位１
０に連通されている。又、該水路（河川）２の、前記流入開口部６と前記流出開口部７と
の間で、該水路（河川）２の水を堰上げする堰板１１が設けられることによって、該堰上
げされた水が前記流入開口部６に流入して、前記流出開口部７から流出する如くなされて
いる。そして、前記実施例におけると同様にして、この間に取水路５で取水される。例え
ば、毎分３０００～１００００リットル取水できる。
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【００４２】
　本実施例においては前記水路２が、６～８ｍ程度の幅広の河川を以て構成されているた
め、該水路２を横切るようにコンクリート製の長尺の帯状部８３を設けることとしている
。そして、該帯状部８３の長さ方向の一部分に上端開放の欠切部８５を設け、該欠切部８
５をその上流側から堰板１１で適当に覆うことによって、該欠切部８５を通して下流側に
適当に河川水を流しながら、該堰板１１の上流側における水を堰上げさせ得るようになさ
れている。例えば２０ｃｍ程度の水深に堰上げする。このようにして、水路２に長尺の帯
状部８３を設けると共にその一部分に欠切部８５を設け、該欠切部８５に堰板１１を取り
付ける構成も、堰板１１によって水路２の水を堰上げする場合の一態様である。図１３に
おいては、前記帯状部８３が、一方の側部３ａから他方の側部３ｂに向けて河川２ａの上
流側に向かうように、河川２ａを斜めに横切るように設けられている。
【００４３】
　なお取水を行わないときは、前記堰板１１を取り外す。この取り外しによって、該堰板
１１の上流側に溜まったへどろ等を前記欠切部８５を通して流下させることができる。へ
どろ等をより効果的に流下させる目的から、前記帯状部８３に複数枚の堰板１１を設ける
こともある。例えば、前記欠切部８５を、前記帯状部８３の長さ方向に所要間隔（例えば
４ｍ間隔）で複数設け、該欠切部８５の夫々を堰板１１で覆うように構成する。特に本実
施例においては、前記帯状部８３が水路２を斜めに横切るように設けられているため、図
１３に一点鎖線で示すように、該帯状部８３の上流側面部８８であって前記他方の側部３
ｂ寄り部分８４に、ゴミ９４が溜まった場合でも、前記堰板１１を取り外したときの流水
の勢いにより、該溜まったゴミ９４が図１３に矢印で示すように前記上流側面部８８に沿
って前記欠切部８５に向けて流れ、前記欠切部８５から円滑に排出される。又、前記取水
路５における取水を行わないときは、該取水路５内にゴミが流入しないようにするために
前記流入開口部６と前記流出開口部７を遮蔽板で塞ぎ、該遮蔽板の両側縁部分を流入開口
部６や流出開口部７の側縁部分にボルト固定するのがよい。
【００４４】
(2) 前記水路２を河川を以て構成する場合は、川底面を流れる比較的大きな石や砂利等が
前記流入開口部６内に流入して前記取水板１３を損傷等する恐れがあるため、これを防止
するために、例えば図１４に示すように、該流入開口部６の下端３７を水路底面（川底面
）４０から５～１０ｃｍ程度上に位置させることは有益である。
【００４５】
(3) 水路２に砂利等が流れて来にくい場所であるならば、流入開口部６の下端３７を水路
底面４０と面一状態に設定してもよい。又、前記取水路５の前記取水板１３の上面１６を
流下するゴミ等を河川に円滑に流出させるために、該流出開口部７の下端３９を水路底面
４０に略合致させる（略面一状態とする）のが好ましい。
【００４６】
(4) 本発明における前記堰板１１は、前記水路２の下流側への水の流れを遮断するもので
あってもよい。
【００４７】
(5) 水路２の側部３に設けられる前記取水路５は、前記取水路５が、前記水路２の側壁部
１７，４１に沿うとは限らない。又、該側壁部１７，４１から距離を隔てて設けられるこ
ともある。又、該取水路５は、水路２の両側部に設けられることもある。
【００４８】
(6) 前記フィルタ孔１２は、ゴミが引っ掛かりにくいものであれば、前記した円形孔の他
、長孔等であってもよい。
【００４９】
(7) 前記貯水槽５５に送水管を連結し、必要時に、図示しないバルブを開いて水の落差に
よって該送水管に送水するように構成してもよい。
【００５０】
(8) 前記取水路５における水位が高い場合は、前記フィルタ孔１２を通しての取水が良好
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であるため、前記取水板１３の上面１６における流速を増して前記フィルタ孔１２の目詰
まりをより確実に防止する目的で、該取水板１３の前記勾配を、より大きくすることがあ
る。
【００５１】
(9) 前記取水板１３の配設は、図１５に示すように、前記取水路５の左右の水路側面８６
，８７で対向して突設してなる左右の支持片８９，９０に該取水板１３の左右の側縁部分
３１，３２を支持させ、該左右の側縁部分３１，３２を該左右の支持片８９，９０にビス
固定等によって固定してもよい。
【００５２】
(10)図１６～１７、図１８は、前記取水板１３の両側縁部分３１，３２を前記左右の支持
片３５，３５にビス９５で固定する際、該両側縁部分３１，３２の上面９６，９７に押え
板９９，９９を重ね合わせると共に、該押え板９９の上面１００側からビス９５を螺合し
締め付けることによって、該押え板９９と該側縁部分３１（３２）と該支持片３５とを一
体化した状態を示している。該押え板９９は、前記取水板１３の上面１６を流れる水に含
まれているゴミが前記フィルタ孔１２に引っ掛からない限り、所要の肉厚と幅に設定され
得る。例えば１ｍｍ厚さで５０ｍｍ幅の押え板として構成できる。このように押え板９９
を重ね合わせてビス固定することにより、該側縁部分３１，３２を該支持片３５に、より
安定状態で密着させることができ、該側縁部分３１と該支持片３５との当接部分の端部１
０１を通してゴミが取水空所１５に流入するのを確実に防止できる。図１５においては、
該押え板９９を用いた場合が示されている。
【００５３】
(11)取水した水は、前記した融雪に利用できる他、農業用水としてや、河川を利用した水
力発電のための作動水として等、各種の用途に活用できる。
【００５４】
(12)本発明に係る濾過取水装置１は、前記流出開口部７が水路２に連通されないで、該流
出開口部７から別の水路に水を流出させるように構成されることもある。
【符号の説明】
【００５５】
　１　濾過取水装置
　２　水路
　３　側部
　５　取水路
　６　流入開口部
　７　流出開口部
　９　上流側部位
　１０　下流側部位
　１１　堰板
　１２　フィルタ孔
　１３　取水板
　１５　取水空所
　１６　上面
　１７　側壁部
　１９　取水路側壁部
　２２　端面部
　２３　端面部
　２５　水路底面
　３６　上端周縁
　４０　水路底面
　５５　貯水槽
　６３　遮蔽板
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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